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第１０回口頭弁論 午後２時～

本日の法廷では、前回までに裁判官３名が全員交替になったことを受けて、原告団副団長の

中島さん（八王子）が騒音被害の早期解決を訴えて意見陳述をします。

弁護団からも、全国でくり返し提起されてきた基地騒音裁判の積み重ねの中での、この裁判

の位置付け、審理に求められているものについて陳述をします。

また、５月に通告された横田基地へのオスプレイ配備について、騒音増大、危険増大という

観点から、準備書面に基づいて不当性を訴えます。

陳述者の紹介

① 中島利美（なかじまとしみ）さん（原告団副団長）

横田基地から離れた八王子・久保山町で体験する騒音被害、我が物顔で低空を飛び交う軍

用機の訓練の実態、住民無視のオスプレイ配備計画など、住民の苦しみを訴え、早期解決を

求めます。

② 田中洋一郎（たなかよういちろう）弁護士

昨年から弁護団に参加されました（横田訴訟の法廷陳述には初登場です）。すでに過去の

裁判で違法とされてきた騒音がいまだに解消されていないことがこの裁判の最大の問題であ

ることを指摘し、迅速な審理を求めます。

③ 中村晋輔（なかむらしんすけ）弁護士

事故率の高い危険なCV22オスプレイが横田基地に配備されることは、夜間訓練や低空飛行

訓練を含めて騒音被害が増大し、墜落事故等の危険増大によって、住民の不安は一層深刻な

ものになることを訴えます。

弁護士会館にて報告集会 午後３時～４時

① 陳述の報告（中島さん、田中弁護士、中村弁護士）

② 進行協議についての報告（弁護団）

③ 支援者、支援団体からの挨拶

④ 傍聴者から質問等

⑤ 本日参加の支援者、支援団体紹介

口頭弁論終了後、午後３時から裁判所で今後の審理についての進行協議が行われます。

弁護団と原告団の代表が参加して、終了次第報告集会に駆けつけます。


